
青島日本人学校 PTA 規則（案） 

第 1 条 （名称）  

本会は、青島日本人学校 PTA（保護者と教職員の会）と称する。 

 

第 2 条 （目的）  

本会は、会員が相互に協力しあい、連絡協議し、児童生徒の教育振興を図るため、学校運営および教

育活動を援助すると共に、会員相互の親睦と教養向上を図ることを目的とする。 

 

第 3 条 （方針）  

本会は、前条の目的を達成するために、次の方針で活動する。 

１．教育環境の整備、安全確保 

２．教育活動の充実 

３．その他、第 2 条の目的を達成するために必要と認められることを行うこと 

 

第 4 条 （会員）  

本会の会員は、本校児童生徒の保護者および本校の教職員とする。 

 

第 5 条 （役員・委員）  

１．本会には、次の役員・委員をおく。 

＜役員＞ 

会長      1 名（保護者） 

副会長     2 名（保護者） 

会計      1 名（保護者） 

書記・広報   2 名（保護者） 

通学安全        1 名（保護者） 

文化交流    1 名（保護者） 

監事      1 名（教職員） 

 

＜委員＞ 

学年代表委員  原則として各学年 1 名（保護者） 

※ 学校教職員の配偶者は役員および委員になることはできない。 

２.本会には次年度の役員候補を選出するための「本部役員選出委員会」を置く。 

本部役員選出委員は、本会の会長により任命される。原則として本部役員選出委員会は前年度

役員のメンバーで構成される。 

３.学年代表委員は会員の互選により選出する。 

４.監事については学校に一任する。 

５.役員の任期は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの一年とし、会計を除いて再任は妨げない。                                



また年度途中に欠員が出た場合は本部役員選出委員会の定めるところにより、補充する役員を 

新たに選任し、その任期は前任者の残存期間とする。なお、前年度の役員は次年度の定期総会

までの期間、必要に応じて運営・実務の補佐を行う。 

６.役員・委員の任務を次の通り定める 

会長      本会を代表し、総会および役員会・月例定例会を招集し、主宰する。 

副会長     会長を補佐し、会長不在の場合、会長を代行する。 

会計      本会の経理業務を行う。 

書記・広報   総会の議事を記録し、各種会合の書記業務や本会の広報活動を行う。 

通学安全    通学バス運営における学校担当者との連携、実務の補佐を行う。 

文化交流    特に中国語による言語的サポートを中心に、本会運営に必要な各種業務を行

う。 

監事      年度末、および必要に応じて会計監査を実施し、総会にて監査報告を行う。 

学年代表委員  学級・学年の運営に協力し、教職員と保護者、ならびに保護者相互の連絡・  

協調に努める。また本会運営に必要と思われる各種業務を行う。 

７.役員会は役員をもって構成し、必要に応じ開催し、会の運営にあたる。 

８.役員は学校教職員との連絡、相談のため月例定例会を開催する。 

 

第 6 条 （総会）  

総会は、定期総会および臨時総会とし、本会の最高議決機関とする。 

定期総会は、原則として年度初めに開催し、次のことを行う。臨時総会は必要に応じて開催する。 

１．役員・監事人事の承認。 

２．予算・決算および活動計画の審議と承認。 

３．本会規約・細則等の改正、その他必要な事項や議案の審議と承認。 

 

第 7 条（総会の招集・議決） 

１．会長、または会員の３分の１の発議により行うことができる。 

２．会長は必要に応じて、欠席者に対し委任状の提出を求めることができる。 

３．委任状を含め、会員（世帯数）の３分の２の出席をもって成立する。 

４．議長は、出席会員の中から選出し、会長が委嘱する。 

５．議決は、委任状を含め、会員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

第 8 条 （顧問）  

本会の顧問は、学校長がその任に当たる。顧問はいずれの会議にも出席し、意見を述べることができ

る。 

第 9 条 （会計）  

１．本会の経費は、会費・その他の収入をもってこれに充て、総会で承認を受けた予算に基づいて執

行する。 

２．会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 



３．本会の会費に関する細則は別に定める。 

第 10 条（改定） 

本会規則ならびに細則の改正は、総会の承認を得なければならない。 

付則・改定 平成 24 年 4 月 1 日  制定 

平成 25 年 4 月 1 日  改正 

平成 29 年 11 月 16 日 改訂、 

平成 30 年 4 月 1 日 施行 

2019年５月７日 改訂 

 

＜会計に関する細則＞ 

第１条 （会費） 

PTA 会費の金額は、総会の承認を得て決定する。 

第 2 条 （納期） 

本会会員は、以下に定める会費を定められた納期までに納付しなければならない。 

第 3 条 （通常会費） 

通常会費は、年度当初に一世帯あたり決められた額を徴収する。年度途中に転入した場合は、当該学

期以降分の会費を徴収する。 

第 4 条（臨時会費） 

臨時会費は、必要に応じ、その都度役員会にて決定し徴収する。 

第 5 条（慶弔費） 

本会の慶弔対応規定を別表のとおり定める。 

第 6 条（会計年度） 

本会の会計年度は、4 月 1 日より翌年 3 月 31 日とする。ただし、4 月 1 日から定期総会までは暫定

予算を設けることができる。 

別表 

 

慶弔対応規定 

 

第１条 本規定は、本会の会員、青島日本人学校の児童生徒および教職員の慶事、弔事等の事由のあっ

た場合それぞれの意を表するものとする。 

第２条 本規定についての支出金は一項目につき 500 元を限度とし、ＰＴＡ会計慶弔費より支出する。 

第３条 対象者が既に帰国しているなど、支出した慶弔費の受け渡しが困難になった場合は、全額会計

に返納する。 

第４条 慶弔費支出項目は下記の通りとし、相当の金品を贈り、慶弔の意を表す。 

    １（慶事）教職員の結婚  

    ２（弔事）・児童生徒の死亡   

         ・教職員およびその配偶者の死亡   

         ・会員の死亡   



    ３（離任）教職員の離任   

第５条 この規定によりがたい場合は、役員会で協議し、適宜対応する。 

 

付則・改訂 平成 16 年 4 月 1 日 制定 

平成 21 年 4 月 1 日 改正 

平成 24 年 4 月 1 日 改正 

 

＜２０２０年度 本部役員および学年代表の選出と活動内容についての細則＞ 

１． 本部役員は、原則として「本部役員選出委員会」の本部役員候補者名簿に基づいて選出される。 

２．本部役員の構成は以下の通りとする。 

会長      1 名：学校運営理事兼務 

副会長     2 名：学校運営理事兼務、通学安全兼務（内１名） 

会計      1 名 

書記・広報   2 名 

通学安全    1 名 

文化交流    1 名 

※文化交流担当は、中国語を母国語とする保護者の中から選出する。 

※本部役員のうち 1 名は中学部の保護者から選出する。 

  ３．学年代表委員を本部役員とは別に新年度に新たに選出する。 

付則・改訂 平成 25 年 4 月 1 日    制定 

平成 27 年 4 月 1 日    改正 

平成 29 年 4 月 1 日    改訂 

平成 29 年 11 月 16 日   改訂 

 


